
教
育
委
員
会
臨
時
会
の
開
催

教
育
委
員
会
臨
時
会
の
開
催

に
つ
い
て

に
つ
い
て

◆
内
容　
教
科
用
図
書
の
採
択

を
行
い
ま
す
。

※
令
和
６
年
度
か
ら
使
用
す
る

小
学
校
用
教
科
書
、特
別
支
援

学
級
用
教
科
書

◆
日
時　
８
月
３
日
㈭
午
前
10

時◆
開
催
場
所　
市
役
所
第
二
棟

４
階
委
員
会
室

※
傍
聴
は
先
着
20
人
ま
で
と
な

り
ま
す
。

 

問
合
せ  

教
育
総
務
課
教
育
総

務
係
TEL

５
５
１・１
９
３
０

教
育
委
員
会
の
動
き

　
令
和
５
年
４
月
か
ら
６
月
ま

で
の
教
育
委
員
会
定
例
会
の
主

な
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

定
例
会
３
回
開
催

□
主
な
議
案

◎
令
和
５
年
度
福
生
市
教
育
委

員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の

管
理
及
び
執
行
の
状
況
の
点
検

及
び
評
価
報
告
書
の
作
成
に
伴

う
外
部
評
価
者
に
つ
い
て

◎
福
生
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

運
営
審
議
会
委
員
の
委
嘱
お
よ

び
任
命
に
つ
い
て

□
主
な
報
告
事
項

◎
幼
保
小
の
円
滑
な
接
続
・
連

携
研
究
報
告
書
に
つ
い
て

◎
令
和
５
年
度
福
生
市
立
学
校

児
童
・
生
徒
数
に
つ
い
て

教
育
委
員
会
定
例
会
予
定

◆
７
月
21
日
㈮
午
前
10
時

◆
８
月
18
日
㈮
午
前
10
時

◆
９
月
25
日
㈪
午
前
10
時

場
所　
市
役
所
第
二
棟
４
階

委
員
会
室

 

問
合
せ  

教
育
総
務
課
教
育
総

務
係
TEL

５
５
１・１
９
３
０

令和５年 7 月 15 日　（４）第 81号

高
校・大
学
等
入
学
資
金

高
校・大
学
等
入
学
資
金

融
資
を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す

融
資
を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す

　

市
で
は
、令
和
６
年
４
月
に

高
校
・
大
学
等
に
入
学
を
希
望

す
る
お
子
さ
ん
が
い
る
保
護
者

の
方
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
、入
学
時
に
一
括
し
て

納
入
す
る
入
学
金
等
に
つ
い
て
、

特
定
金
融
機
関
に
対
し
て
融
資

を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す
。

◆
融
資
限
度
額　
１
２
０
万
円

◆
返
済
期
間　
４
年
以
内

※
融
資
に
伴
う
利
子
お
よ
び
保

証
料
は
市
が
負
担
し
ま
す
。

◆
資
格
・
要
件

①
申
し
込
み
時
に
市
内
に
引
き

続
き
１
年
以
上
住
所
が
あ
る
こ

と②
令
和
４
年
中
の
所
得
額
が

７
５
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

③
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ

と④
金
融
機
関
の
融
資
条
件
を
満

た
し
、指
定
す
る
保
証
会
社
の

保
証
が
受
け
ら
れ
る
こ
と

⑤
こ
の
入
学
資
金
融
資
以
外
に

同
種
の
融
資
を
受
け
て
い
な
い

こ
と

◆
申
込
書
配
布
場
所　
市
役
所

第
二
棟
２
階
教
育
総
務
課
、１

階
情
報
ス
ペ
ー
ス
、各
体
育
館
、

各
公
民
館
、各
図
書
館

※
申
込
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

◆
申
込
み　
８
月
１
日
㈫
か
ら

（
土
・
日
・
祝
日
・
年
末
年
始

を
除
く
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
15
分
。）教
育
総
務
課
教
育

総
務
係
へ
。申
込
時
に
必
要
な

書
類
は
、申
込
書
と
同
時
に
配

布
す
る
お
知
ら
せ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

※
合
格
発
表
の
約
１
か
月
前
ま

で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
入
学
金
等
の
納
期
限
等
に
よ

っ
て
は
、融
資
を
受
け
ら
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

問
合
せ  

教
育
総
務
課
教
育
総

務
係
TEL

５
５
１・１
９
３
０

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革

に
つ
い
て

に
つ
い
て

◆
夏
季
休
業
期
間
中
に
学
校
閉

庁
日
を
設
け
ま
す

　
次
の
期
間
を
市
内
小
・
中
学

校
の
閉
庁
日
と
い
た
し
ま
す
。

　

閉
庁
期
間
中
は
、学
校
施
設

利
用
の
予
約
受
付
が
で
き
ま
せ

ん
。

【
期
間
】

８
月
７
日
㈪
か
ら
10
日
㈭
ま
で

◆
自
動
音
声
対
応
電
話
を
導
入

し
て
い
ま
す

　
教
職
員
の
勤
務
時
間
外
の
対

応
業
務
削
減
の
た
め
、市
内
小・

中
学
校
に
は
、令
和
２
年
度
か

ら
自
動
音
声
対
応
電
話
を
導
入

し
て
い
ま
す
。教
職
員
の
勤
務

時
間
内
の
連
絡
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

【
教
職
員
の
勤
務
時
間
】

小
学
校　

 

午
前
８
時
15
分
か
ら

　
　
　
　
午
後
４
時
45
分
ま
で

中
学
校　
午
前
８
時
20
分
か
ら

　
　
　
　
午
後
４
時
50
分
ま
で

※
児
童
・
生
徒
の
命
に
係
わ
る

緊
急
事
態
の
際
は
、警
察
、消
防

等
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 

問
合
せ  

教
育
指
導
課
教
職
員

係
TEL

５
５
１・１
９
４
４

学校支援コーディネーターが委嘱されました学校支援コーディネーターが委嘱されました

スポーツ推進審議会委員が委嘱されましたスポーツ推進審議会委員が委嘱されました

氏　名 備　考
池田　浩三 市内スポーツ関係者
成末　回天雄 市内スポーツ関係者
藤田　しのぶ 健康・保健等の関係者
佐藤　志保 健康・保健等の関係者

氏　名 備　考
松岡　宏高 学識経験者
清水　信好 学識経験者
中出　雅俊 市民

学　校 氏　名

福生第一小学校 石橋　朋広
島田　令子

福生第二小学校
北島　浩子
原　佳寿美
森田　幸春

福生第三小学校
郡司　光志
後藤　朝美
内藤　悦子

福生第四小学校

金子　康二
三ツ木　美紀
山﨑　源太
太田　泰之

福生第五小学校 野村　亮

学　校 氏　名

福生第六小学校

後藤　美子
石田　智子
坂木田　幸枝
上野　恵美

福生第七小学校
池田　英津子
髙山　浩之
宮﨑　寿美代

福生第一中学校

島﨑　真理
土谷　利美
原　佳寿美
濱原　幸恵

福生第二中学校 下畑　成江
田村　光男

福生第三中学校
福原　敬三
小宮　三紀子
渡邉　三代子

　「スポーツ推進審議会」は、スポーツ基本法に基づき、平成23年度に設
置されました。委員は７名で任期は令和５年６月１日から令和７年５月
31日までの２年間です。審議内容は、スポーツ推進計画に関することや
体育施設の運営、人材育成等基本的な事を調査審議します。

福生市文化財保護審議会委員が委嘱されました福生市文化財保護審議会委員が委嘱されました

氏　名 備　考 専門分野
天野　幸次 元福生市教育委員会教育部長 民俗学
天野　宏司 駿河台大学教授 人文地理学
新井　勝紘 元専修大学教授 歴史学
石山　秀和 立正大学教授 歴史学
多田　仁一 元中央大学特任教授 歴史学
田村　光男 元公立中学校副校長 郷土史
野村　亮　 NPO法人自然環境アカデミー代表理事 動植物学
吉江　勝広 会社代表 土木工学

　委員の任期満了に伴い、７月１日付けで福生市文化財保護審議会委員が
委嘱されました。
　文化財保護審議会では、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存・活用
に関する重要事項に関して専門家の立場から審議を行います。

　　任期　令和7年6月30日までの2年間（敬称略）

問合せ 生涯学習推進課　文化財係 TEL 530・1120

任期　令和7年5月31日までの2年間（敬称略）

　学校支援コーディネーターは、各学校に配置されています。地域の方々
や保護者が学校支援サポーター（ボランティア）として、地域ぐるみで学
校教育を支援するため、学校と地域の方々をつなぎ、授業支援や環境整備
等を行っています。

問合せ 生涯学習推進課
生涯学習推進係 TEL 551・1950

社会教育委員が委嘱されました社会教育委員が委嘱されました

氏　名 備　考
小出　宏 学校教育関係者
北島　浩子 社会教育関係者（福生市文化協会選出）

髙槗　聖 社会教育関係者
（ボーイスカウト・ガールスカウト福生市連合育成会選出）

児島　幸恵 社会教育関係者（福生市体育協会選出）
竹原　弘美 社会教育関係者（福生市立小中学校PTA連合会選出）
宮﨑　寿美代 家庭教育関係者（福生市社会福祉協議会選出）
會田　ゆき子 家庭教育関係者（前主任児童委員）
榎本　直美 学識経験者
小澤　昌美 学識経験者
天野　幸次 学識経験者

任期　令和7年3月31日までの2年間（敬称略）

　社会教育委員は、社会教育法第15条の規定に基づき都道府県及び市町村
に設置されています。教育委員会に対し助言し、また、教育委員会の諮問に
応じ、意見を述べる機関です。

問合せ 生涯学習推進課　生涯学習推進係 TEL 551・1950

問合せ スポーツ推進課 TEL 552・5511

任期　令和7年6月30日までの2年間（敬称略）


